
１ 協議概要

（１）新城市議会議員政治倫理条例（平成２５年３月条例第２３号）第５

条（審査の請求）において、審査を請求するには政治倫理基準に違反

する疑いがあることを証する資料を添付することが規定されている。

このことから、平成３０年４月２３日提出の政治倫理基準違反審査

請求書の「審査又は調査すべき事案の内容」に記載されている「不当

な圧力及び不正な請求を主導したこと」について、添付資料にそれを

証する内容があるかどうかについての確認を行った。

（２）次回の開催日程について

６月２７日（水）午前９時００分から委員会室において開催する。

２ その他

今後の審査の進捗に基づき、必要に応じて審査請求者・審査対象議員・

執行部等からの事情聴取を行っていく。

第２回新城市議会政治倫理審査会

（対象議員 山崎祐一議員）

会議録（要点記録）

公 開 ・ 非公開

日時
平成３０年６月２０日（水）

午後１時３０分～午後３時１５分
場所 委員会室

出席者

委 員（６人）

柴田賢治郎委員長 山口洋一副委員長

佐宗龍俊、鈴木長良、浅尾洋平、小野田直美、

事務局 議会事務局長、議事調査課長、議事調査副課長

欠席者 なし 傍聴者 １４人

配布

資料
次第及び第１回政治倫理審査会会議録（要点記録）


